
鳥取県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱（新旧対照表） 

 

第１ 鳥取県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱（平成２７年１月５日付第２０１４００１４３６６９号鳥取県福祉保健部長通知）の一部を次のとおり改正する。 

改正後 改正前 

第１条～第１５条 略 

 

別表（第３条、第４条、第５条、第８条、第１１条関係） 

1 2 3 4 5 6 ７ ８ ９ 

事業

分類  

補助 

事業 

事業実

施主体 

補助対象 

経費 
基準額 

補助

率 

重要

な 

変更 

申請添付 

書類 

実績添付

書類 

略 

②居

宅等

にお

ける

医療

の提

供 

訪問

看護

ステ

ーシ

ョン

熱中

症対

策支

援事

業 

指定訪

問看護

ステー

ション 

看護師等が家

庭訪問等を行

う際の熱中症

対策に必要な

物品を購入す

る費用 

・空調服、冷

却ベスト、ネ

ッククーラ

ー、冷蔵ボッ

クス等 

１か所

当たり

１５０

千円 

・一事

業所に

つき申

請限度

は1回

とす

る。 

・食

品、飲

料は対

象外と

する。 

1/2 ・補

助対

象経

費の

増額 

様式第１

号 

様式第２

－７１号 

様式第３

号 

カタログ 

見積書 

様式第１

号 

様式第２

－７１号 

様式第３

号 

請求書の

写し 

支払を証

明する書

類 

略 

③医

療従

事者

の確

保 

新人

看護

職員

研修

事業 

略 略 略 略 略 様式第１

号 

様式第１

－２号 

様式第２

―１５号 

様式第１

号 

様式第１

－２号 

様式第２

―１５号 

第１条～第１５条 略 

 

別表（第３条、第４条、第５条、第８条、第１１条関係） 

1 2 3 4 5 6 ７ ８ ９ 

事業

分類  

補助 

事業 

事業実

施主体 

補助対象 

経費 
基準額 

補助

率 

重要

な 

変更 

申請添付 

書類 

実績添付

書類 

略 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

③医

療従

事者

の確

保 

新人

看護

職員

研修

事業 

略 略 略 略 略 様式第１

－２号 

様式第２

―１５号 

様式第３

号 

様式第１

－２号 

様式第２

―１５号 

様式第３

号 



様式第３

号 

カタログ 

見積書 

給与の額

がわかる

書類 

様式第３

号 

支出額の

根拠とな

る書類 

支払を証

明する書

類 

略 

③医

療従

事者

の確

保 

中山

間地

域の

病院

看護

師等

確保

事業 

略 看護師確保に

課題を抱える

中山間地の病

院に看護師を

派遣する公立

病院等に対

し、看護師派

遣に伴い新た

に代替看護師

を雇用する場

合の人件費

（報酬、賃

金、共済費） 

又は、コメデ

ィカル等の確

保に課題を抱

える中山間地

の病院にコメ

ディカル等を

派遣する公立

病院等に対

し、派遣する

コメディカル

等の人件費

（報酬、賃

金、共済費） 

看護師1

人あた

り４，

１６２

千円 

（看護

師派遣1

人につ

き代替

看護師1

人とす

る） 

コメデ

ィカル

等 

４，１

６２千

円 

略 略 略 略 

略 

カタログ 

見積書 

給与の額

がわかる

書類 

支出額の

根拠とな

る書類 

支払を証

明する書

類 

 

 

略 

③医

療従

事者

の確

保 

中山

間地

域の

病院

看護

師等

確保

事業 

略 看護師確保に

課題を抱える

中山間地の病

院に看護師を

派遣する公立

病院等に対

し、看護師派

遣に伴い新た

に代替看護師

を雇用する場

合の人件費

（報酬、賃

金、共済費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護師

1人あ

たり

４，１

６２千

円 

（看護

師派遣

1人に

つき代

替看護

師1人

とす

る） 

 

略 略 略 略 

略 



③医

療従

事者

の確

保 

看護

教育

教材

整備

事業 

看護師

等養成

施設

（県立

を除

く） 

略 略 略 略 略 略 

略 

③医

療従

事者

の確

保 

中山

間地

域に

おけ

るオ

ンラ

イン

診療

推進

事業 

へき地

医療拠

点病

院、市

町村立

病院、

へき地

診療

所、へ

き地等

に該当

する市

町村又

は当該

市町村

と連携

してオ

ンライ

ン診療

を実施

する医

療機関

等 

医師不足の課

題を抱える中

山間地域等に

おいて行う以

下の取組につ

いて補助す

る。 

①オンライン

診療を行うた

めの情報通信

機器等の導入

に係る経費

（オンライン

診療に係るシ

ステム等のア

カウント費

用、初期設定

費用等は初度

経費に限る） 

②オンライン

診療時に患者

の受診支援を

行う看護師、

リハ職員、事

務職員等の派

遣 

③冬期にオン

ライン診療会

場に向かうた

めの車両整備

①７５

０千円 

②１人

当たり

の時間

単価

３，０

００円 

③２，

０００

千円 

①

2/3 

②定

額 

③

1/2 

略 様式第１

号 

様式第２

－６１号 

様式第３

号 

（設備整

備、車両

整備） 

カタログ 

見積書 

様式第１

号 

様式第２

－６１号 

様式第３

号 

（設備整

備、車両

整備） 

契約書の

写し 

検収書の

写し 

支払を証

明する書

類 

当該導入

機器、車

両の写真 

（看護

師、リハ

職員、事

務職員等

派遣） 

時間積算

の根拠と

なる資料 

③医

療従

事者

の確

保 

看護

教育

教材

整備

事業 

 

看 護 師

等 養 成

所（県立

を除く） 

略 略 略 略 略 略 

略 

③医

療従

事者

の確

保 

中山

間地

域に

おけ

るオ

ンラ

イン

診療

推進

事業 

へ き 地

医 療 拠

点 病 院

等 

医師不足の課

題を抱える中

山間地域等に

おいて行う以

下の取組につ

いて補助す

る。 

①オンライン

診療を行うた

めの情報通信

機器等の導入

に係る経費

（オンライン

診療に係るシ

ステム等のア

カウント費

用、初期設定

費用等は初度

経費に限る） 

②オンライン

診療時に患者

の受診支援を

行う看護師の

派遣 

 

 

 

 

 

 

①７５

０千円 

②１人

当たり

の時間

単価

２，０

００円 

①

2/3 

②定

額 

略 様式第１

号 

様式第２

－６１号 

様式第３

号 

（設備整

備） 

カタログ 

見積書 

様式第１

号 

様式第２

－６１号 

様式第３

号 

（設備整

備） 

契約書の

写し 

検収書の

写し 

支払を証

明する書

類 

当該導入

機器の写

真 

（看護師

派遣） 

時間積算

の根拠と

なる資料 



に係る経費。

なお、当該車

両の取得に要

する経費のう

ち、自動車

税、自動車重

量税、保険料

（自賠責保険

料を含む。）

及びリサイク

ル料金（シュ

レッダーダス

ト料金、エア

バッグ類料

金、フロン類

料金、情報管

理料金）は補

助対象外とす

る。 

略 

③医

療従

事者

の確

保 

歯科

技工

士養

成確

保対

策事

業 

県歯科

医師会 

一般社団法人

鳥取県歯科医

師会が行う県

外歯科技工士

養成学校進学

者支援制度に

係る支援金 

１名当

たり上

限２０

０千円

／年 

1/2 ・補

助対

象経

費の

増額 

様式第１

号 

様式第２

－７２号 

様式第３

号 

様式第１

号 

様式第２

－７２号 

様式第３

号 

支出額の

根拠とな

る書類 

③医

療従

事者

の確

保 

医療

ＤＸ

推進

事業 

診療所 これまで診療

所の看護職員

や事務職員が

行っていた業

務の一部をＩ

ＣＴ化するた

めに新たに導

入するＩＣＴ

１施設

あたり

２００

千円 

1/2 ・補

助対

象経

費の

増額 

様式第１

号 

様式第２

－７３号 

様式第３

号 

カタログ 

見積書 

様式第１

号 

様式第２

－７３号 

様式第３

号 

契約書の

写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記１ 

基準額 略 

（１）～（２）略 

（３）略 

   ア 看護師（３年課程）養成所（全日制） 

     次の（ア）から（オ）の合計額に別表の調整率を乗じて得た額と（カ）の額の合計額 

   （ア）養成所１ヵ所当たり１７，７５１，０００円 

   （イ）総定員が１２０名を超える養成所において専任教員分として定員３０人増すごとに

２，０６１，０００円 

   （ウ）略 

   （エ）生徒数に１人あたり１６，０００円を乗じて得た額 

   （オ）～（カ）略 

   イ 准看護師養成所 

次の（ア）から（オ）の合計額に別表の調整率を乗じて得た額と（カ）の額の合計額 

      （ア）養成所１ヵ所当たり８，８６６，０００円 

   （イ）総定員が８０人を超える養成所において専任教員分として定員３０人増すごとに 

２，０６１，０００円 

   （ウ）略 

   （エ）生徒数に１人当たり１３，０００円を乗じて得た額 

   （オ）～（カ）略 

   （注）略 

別表 略 

別添 略 

 

別記２ 

１ 基準額 

基  準  額 

 

 各病院内保育施設につき、１により算定した額から別添１の「病院内保育施設運営費補助事

業における標準的な保育料等について」の２に基づき算定した保育料収入相当額を控除して

機器等の整備

に係る費用 

検収書の

写し 

支払を証

明する書

類 

略 

 

別記１ 

基準額 略 

（１）～（２）略 

（３）略 

   ア 看護師（３年課程）養成所（全日制） 

     次の（ア）から（オ）の合計額に別表の調整率を乗じて得た額と（カ）の額の合計額 

   （ア）養成所１ヵ所当たり１６，１７８，０００円 

   （イ）総定員が１２０名を超える養成所において専任教員分として定員３０人増すごとに

１，８４２，０００円 

   （ウ）略 

   （エ）生徒数に１人あたり１５，５００円を乗じて得た額 

   （オ）～（カ）略 

   イ 准看護師養成所 

次の（ア）から（オ）の合計額に別表の調整率を乗じて得た額と（カ）の額の合計額 

      （ア）養成所１ヵ所当たり８，０８０，０００円 

   （イ）総定員が８０人を超える養成所において専任教員分として定員３０人増すごとに 

１，８４２，０００円 

   （ウ）略 

   （エ）生徒数に１人当たり１３，１００円を乗じて得た額 

   （オ）～（カ）略 

   （注）略 

別表 略 

別添 略 

 

別記２ 

１ 基準額 

基  準  額 

 

 各病院内保育施設につき、１により算定した額から別添１の「病院内保育施設運営費補助事

業における標準的な保育料等について」の２に基づき算定した保育料収入相当額を控除して

 

 

 

 

 

略 



得た額と、２により算定した額の合計額。 

 

   １ 基本額 

   （１）Ａ型特例（保育乳幼児１人以上で保育時間８時間以上 

     及び保育士等職員２人以上有するもの） 

      １人×２３７，４００円×運営月数 

   （２）Ａ型（保育乳幼児４人以上で保育時間８時間以上及び 

     保育士等職員２人以上有するもの） 

      ２人×２３７，４００円×運営月数 

   （３）Ｂ型（保育乳幼児１０人以上で保育時間１０時間以上 

     及び保育士等職員４人以上有するもの ) 

      ４人×２３７，４００円×運営月数 

   （４）Ｂ型特例（保育乳幼児３０人以上で保育時間１０時間 

     以上及び保育士等職員１０人以上有するもの） 

      ６人×２３７，４００円×運営月数 

   （注１）～（注２）略 

 

   ２ 加算額 

   （１）２４時間保育を行っている施設 

      ３０，７５０円×運営日数 

   （２）病児等保育を行っている施設（別添２参照） 

      ２７８，３４０円×運営月数 

   （３）児童保育を行っている施設（別添３参照） 

      １４，７６０円×運営日数 

 

別添１～別添４ 略 

 

別記３～別記６ 略 

 

得た額と、２により算定した額の合計額。 

 

   １ 基本額 

   （１）Ａ型特例（保育乳幼児１人以上で保育時間８時間以上 

     及び保育士等職員２人以上有するもの） 

      １人×１８０,８００円×運営月数 

   （２）Ａ型（保育乳幼児４人以上で保育時間８時間以上及び 

     保育士等職員２人以上有するもの） 

      ２人×１８０,８００円×運営月数 

   （３）Ｂ型（保育乳幼児１０人以上で保育時間１０時間以上 

     及び保育士等職員４人以上有するもの ) 

      ４人×１８０,８００円×運営月数 

   （４）Ｂ型特例（保育乳幼児３０人以上で保育時間１０時間 

     以上及び保育士等職員１０人以上有するもの） 

      ６人×１８０,８００円×運営月数 

   （注１）～（注２）略 

 

   ２ 加算額 

   （１）２４時間保育を行っている施設 

      ２３,４１０円×運営日数 

   （２）病児等保育を行っている施設（別添２参照） 

      １８７，５６０円×運営月数 

   （３）児童保育を行っている施設（別添３参照） 

      １０，６７０円×運営日数 

 

別添１～別添４ 略 

 

別記３～別記６ 略 

 

 

第２ 様式第２－６１号及び様式第２－６３号を別添のとおり改正し、様式第２－７１号、様式第２－７２号及び様式第２－７３号を別添のとおり追加する。 

 

附 則 

 

１ この要綱は、令和８年５月１５日から施行し、令和８年度の補助事業から適用する。 

 

２ 令和８年４月１日から施行日の前日までの日に補助事業者が着手した事業のうち、別表に掲げる事業については、本要綱に基づき実施したものとみなす。 


